
っ
て
、
足
ま
た
ぎ
の
木
が
二
本
渡
し
て
あ
る
。
こ
れ
が
作
物
の
唯
一
の
肥

料
源
で
あ
っ
た
。
野
菜
は
少
々
自
家
用
の
み
つ
く
り
、
米
は
十
石
の
余
は

少
々
の
程
度
約
二
十
五
俵
の
収
穫
で
年
貢
米
夫
役
等
を
済
す
と
、
七
、
八

俵
し
か
残
ら
な
い
。
こ
れ
で
他
に
金
に
な
る
仕
事
と
て
な
く
一
家
五
、
六

人
が
生
活
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
お
上
よ
り
雑
穀
を
喰
へ
、
三
度
に

一
度

は
雑
炊
に
せ
よ
と
言
わ
れ
な
く
と
也
、
お
米
の
飯
な
ど
喰
え
た
も
の
で
は

F
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身
分
不
相
応
に
著
り
勝
と
い
わ
れ
た
百
姓
は
平
百
姓
で
な
く
、
村
に
何

人
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
由
緒
あ
る
長
百
姓
で
あ
ろ
う
。
時
代
の
流
れ
に
ひ

し
が
れ
て
そ
の
日
一
日
を
必
死
で
生
き
た
農
民
の
哀
れ
さ
だ
け
が
彦
み
出

て
来
る
。
こ
れ
に
反
逆
し
た
者
の
中
に
無
宿
人
と
な
っ
て
落
ち
て
行
っ
た
。

世
に
い
う
親
不
幸
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
部
落
、
あ
る
い
は
村
単
位
の
反

抗
が
百
姓
一
按
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
延
享
四
年
十
二
月
太
田
善
五
郎

知
行
所
鴨
方
村
、
宮
村
、
源
兵
衛
村
、
東
山
村
、
杉
谷
村
等
百
姓
箕
を
か

む
り
強
訴
、
正
月
の
門
飾
り
も
致
さ
ず
年
貢
引
方
を
訴
願
し
た
。
と
あ
り

又
万
延
元
年
一
一
月
横
須
賀
藩
領
寺
田
村
西
山
村
等
五
ヶ
村
。
同
年
十
一
月

掛
川
藩
領
原
泉
地
区
の
数
ヶ
村
の
百
姓
一
按
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

倹
約
定
に
よ
り
旧
幕
藩
時
代
の
掛
川
地
方
、
農
民
の
姿
を
垣
間
見
た
の

で
あ
る
が
、
今
は
遠
い
昔
の
こ
と
と
て
ピ
ン
ボ
ケ
と
し
か
う
つ
ら
ず
、
説

明
者
の
勉
強
不
足
を
お
詫
び
し
て
筆
を
お
く
。
以
上

古

文

る

書

見

松

浦

元
禄
二
年
の
借
用
証
文
に
見
る

掛
川
古
文
書
会
発
掘
の
古
文
書
の
内
に
、
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
十

二
月
十
一
日
付
に
て
、
遊
家
の
安
兵
衛
さ
ん
の
差
入
れ
た
、
借
用
証
文
が

あ
っ
た
。
「
借
用
申
金
子
、
米
之
事
、
合
、
金
子
壱
両
弐
分
、
米
三
俵
御

蔵
納
」
の
書
出
し
で
、
「
右
は
辰
(
元
禄
元
年
、
一
六
八
八
)
の
御
年
貢

金
納
分
壱
両
弐
分
と
、
巳
(
元
禄
二
年
)
の
御
年
貢
米
三
俵
の
納
付
方
に

指
詰
り
」
、
他
人
よ
り
こ
の
金
子
及
米
を
借
入
れ
て
納
め
た
結
果
の
借
用

証
文
で
あ
る
。
担
保
と
し
て
、
安
兵
衛
さ
ん
自
身
耕
作
し
て
い
る
団
地
の

内
弐
反
七
畝
余
り
の
場
所
を
質
入
れ
し
て
お
る
。

然
し
て
問
題
は
、
そ
の
借
入
条
件
の
一
つ
の
利
息
の
こ
と
で
あ
る
。
証

文
に
「
金
子
之
利
息
之
儀
は
米
六
ト
に
相
定
め
、
米
之
儀
は
四
割
之
利
息

に
相
定
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
、
年
貢
米
納
入
に
困
り
、
他
人
よ
り
借
用
す
れ
ば
、
年
季
四

割
の
利
付
で
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ

が
出
来
な
け
れ
ば
、
田
地
は
そ
の
ま
ま
債
権
者
の
所
有
と
な
っ
て
し
ま
う
。

現
在
の
高
利
貸
並
の
き
つ
い
条
件
で
あ
る
。
私
の
解
説
に
誤
り
が
な
け
れ

ば
と
、
気
に
懸
か
っ
て
い
た
。

円
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円
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慶
安
御
触
書
に
見
る

掛
川
市
史
資
料
集
第
三
号
、
第
一
部
粕
谷
重
範
氏
蔵
書
の
内
に
、
慶
安

御
触
書
が
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
次
の
事
に
つ
き
当
っ
た
。
「
其
年
の

年
貢
不
足
に
付
、
た
と
へ
ば
、
米
を
弐
俵
ほ
ど
か
り
、
年
貢
に
出
し
、
其

利
分
年
々
積
り
候
へ
ば
、
五
年
に
元
利
の
米
拾
五
俵
に
な
る
。
其
時
は
身

体
を
潰
し
妻
子
を
売
り
、
我
身
を
も
う
り
、
子
孫
と
も
に
な
が
く
く
る
し



む
こ
と
に
候
」
注
身
体
と
は
身
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
(
松
浦
)

こ
れ
は
幕
府
よ
り
全
国
村
々
に
下
し
た
御
触
書
の
中
の
一
文
で
あ
る
。

慶
安
御
触
書
と
は
、
慶
安
二
年
(
一
六
四
九
)
二
月
廿
六
日
に
ふ
れ
出
さ

れ
て
レ
る
。

年
貢
に
困
り
十
二
月
に
弐
俵
借
入
れ
、
五
年
目
の
十
二
月
に
返
済
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
米
の
年
度
が
わ
り
は
、
九
月
で
あ
る
故
に
、
六
ヶ
年
季
の

利
息
期
間
と
な
り
、
四
割
の
複
利
で
米
十
五
俵
の
元
利
と
な
る
。

御
触
書
に
う
た
い
、
百
姓
に
注
意
を
促
し
て
い
る
か
ら
に
は
、

利
息
み
た
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

公
認
の

慶
安
御
触
書
奥
書
に
見
る

慶
安
御
触
書
の
奥
書
が
二
つ
書
か
れ
て
あ
る
。
そ
の

1
は
、
「
右
慶
安

二
年
公
儀
よ
り
普
く
触
一市
さ
れ
候
御
書
付
に
候
、
何
方
に
て
も
凡
て
あ
り

が
た
く
畏
砕
奉
り
し
事
た
る
べ
く
候
へ
ど
も
、
歳
月
隔
り
候
は
、
今
は
知

る
人
も
す
く
な
か
る
べ
く
候
、
:
:
:
中
略
:
:
・
:
当
御
領
内
の
民
た
る
も

の
、
此
御
書
付
の
旨
能
々
心
得
ベ
き
事
肝
要
に
候
。
村
々
へ
頒
ち
与
ふ
る

に
は
、
数
多
書
写
す
ベ
け
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
誤
字
脱
字
も
あ
ら
む
こ
と

を
恐
れ
て
、
板
に
刻
む
も
の
也
。
文
政
十
三
庚
寅
年
三
月

L

そ
の

2
は
、
「
此
御
触
書
、
六
諭
街
義
と
弦
に
外
に
て
御
領
内
へ
示
さ

れ
し
を
伝
へ
得
し
に
、
誠
に
有
難
き
御
趣
意
な
れ
ば
、
妥
許
に
で
も
板
に

刻
み
て
、
御
領
内
へ
わ
か
ち
下
さ
る
る
問
、
何
れ
も
大
切
に
よ
み
て
、
ゆ

だ
ん
な
く
勤
め
励
む
べ
し
、
別
而
、
村
役
人
た
る
も
の
、
能
々
心
得
て
、

下
々
を
教
へ
申
べ
き
も
の
也
。
天
保
四
葵
巳
年
八
月
掛
川
役
所

注
天
保
四
年
(
一
八
三
三
)
(
松
浦
)

文
政
十
三
年
(
一
八
三

O
)

こ
の
奥
書
に
よ
り
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
慶
安
二
年
の
御
触
書
の
内
容

が
文
政
、
天
保
の
年
ま
で
、
約
二
百
年
も
生
き
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

天
保
四
年
八
月
掛
川
役
所
と
刊
行
を
明
ら
か
に
し
た
奥
書
に
見
れ
ば
、

「
此
御
触
書
、
六
諭
街
義
と
弦
に
外
に
て
御
領
内
へ
示
さ
れ
し
を
伝
へ
」

と
あ
り
、
「
愛
許
に
て
も
板
に
刻
み
て
」
、
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
掛
川
藩

刊
行
の
「
慶
安
御
触
書
」
は
「
六
諭
街
義
」
と
同
時
に
刊
行
せ
ら
れ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
然
し
て
、
麦
許
即
ち
掛
川
藩
と
す
れ
ば
、
外
に
て

御
領
内
へ
示
さ
れ
た
と
あ
る
の
は
、
い
づ
れ
の
藩
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

六
諭
街
義
大
意
奥
書
に
見
る

天
保
四
年
掛
川
藩
刊
行
の
「
慶
安
御
触
書
」
の
奥
書
に
あ
る
「
六
諭
街

義
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
る
か
と
思
い
、
又
、
数
少
な
い
掛
川

藩
刊
行
本
と
し
て
、
現
在
当
市
内
に
蔵
さ
れ
て
あ
ろ
う
か
と
、
さ
ま
ざ
ま

探
る
所
に
、
家
代
の
小
柳
津
津
雄
氏
よ
り
、
幸
い
該
書
の
提
示
を
受
け
、

有
難
く
拝
見
出
来
た
。
掛
川
藩
刊
行
書
は
「
六
諭
街
義
大
意
」
と
な
っ
て

い
る
。
内
容
は
「
孝
順
父
母
。
尊
敬
長
上
。
和
睦
郷
里
。
教
訓
子
孫
。
各

な
か
れ

安
生
理
。
母
作
非
為
。
」
と
六
項
目
に
分
け
百
姓
の
日
々
の
暮
し
方
を
訓

導
し
て
い
る
。
奥
書
は
二
つ
あ
り
、
そ
の
1
は
、
「
右
六
諭
街
義
大
意

は
、
享
保
七
寅
の
年
、
公
儀
に
て
彫
刻
せ
ら
れ
、
民
間

へ
施
さ
れ
し
御
書

物
に
て
候
。
六
諭
と
い
ふ
は
、
清
国
康
照
帝
六
箇
僚
を
以
て
、
人
の
道
を

教
へ
諭
さ
れ
し
を
、
苑
声
皇
と
い
ふ
人
、
其
義
理
を
押
広
め
て
街
義
を
作

れ
り
。
意
味
深
け
れ
で
も
、
其
調
耳
に
近
く
し
て
会
得
し
易
し
、
お
よ
そ

人
た
る
も
の
人
の
道
理
を
弁
ヘ
知
る
に
は
、
簡
要
の
品
に
て
候
。
然
れ
ど

も
、
漢
字
の
ま
ま
に
て
は
、
学
問
せ
ぬ
も
の
の
、
読
得
べ
き
な
ら
ざ
る
を

も
っ
て
、
御
儒
者
室
新
助
殿
へ
仰
付
ら
れ
、
其
大
意
を
和
字
に
取
な
さ
れ

て
、
此
御
書
物
と
成
し
事
に
候
。
誠
に
有
が
た
き
御
趣
意
の
事
な
れ
ば
、

其
頃
は
国
々
家
々
に
て
も
、
と
り
は
や
せ
し
事
な
る
べ
く
候
へ
ど
も
、
は

や
百
余
年
の
久
き
を
終
る
に
よ
っ
て
。
今
は
世
に
も
稀
に
な
り
行
き
候
。

因
て
、
此
度
新
た
に
当
御
領
内
へ
示
し
下
さ
る
事
に
候
。
但
し
、
先
に
下

さ
れ
た
る
慶
安
御
触
書
は
農
民
生
産
の
事
多
く
。
此
書
物
は
、
道
理
の
教

に
て
候
。
道
理
の
お
し
へ
は
、
父
の
子
を
教
る
如
く
、
生
産
の
事
は
母
の

子
を
養
ふ
に
類
し
候
。
何
れ
も
有
が
た
く
、
畏
り
て
仰
ぎ
敬
ひ
、
御
領
内

の
も
の
ど
も
常
々
読
習
ふ
て
御
趣
意
を
よ
く
よ
く
会
得
い
た
し
、
取
失
ふ

べ
か
ら
ず
候
。
故
に
今
御
触
書
に
引
続
き
て
、
板
に
刻
み
頒
ち
行
ふ
も
の

也
。
文
政
十
三
庚
寅
年
五
月
」
注
享
保
七
年
(
一
七
二
二
)

円む
円
〈
リ



そ
の
人
は
、
「
此
之
六
諭
の
御
書
物
は
外
に
て
御
領
内
へ
示
さ
れ
し
を

伝
へ
得
し
に
、
誠
に
有
難
き
御
教
へ
な
れ
ば
、
平
友
許
に
て
も
板
に
刻
み
て

夫
々
へ
下
さ
る
る
問
、
常
々
読
み
学
び
て
人
の
人
た
る
道
に
背
か
ざ
る
や

う
に
心
掛
べ
き
も
の
也
。
天
保
田
英
巳
年
八
月
掛
川
役
所
」

此
の
六
諭
街
義
大
意
の
奥
書
は
、
慶
安
御
触
書
の
も
の
と
内
容
は
相
違

し
て
は
い
る
が
、
刊
行
の
手
続
は
全
く
同
じ
で
、
両
書
共
に
某
藩
で
領
内

に
頒
布
せ
し
も
の
を
、
天
保
四
年
八
月
、
掛
川
藩
で
複
刻
刊
行
さ
れ
て
い

る。

松
崎
欣
一
氏
論
文
〈
日
本
歴
史
八
月
号
〉
に
見
る

先
に
あ
げ
た
某
藩
と
は
、
日
本
歴
史
学
会
編
集
、
吉
川
弘
文
館
発
行
の

「
日
本
歴
史
」

一
九
八
三
、
八
月
号
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
松
崎
欣
一
氏

の
「
慶
安
御
触
書
の
諸
本
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
信
州
岩
村
藩
、
大
給

松
平
氏
三
万
石
の
五
代
、
松
平
乗
美
の
治
下
、
家
老
丹
羽
瀬
清
左
衛
門
の

手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
事
が
わ
か
っ
て
く
る
。

平
和
そ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
江
戸
幕
府
体
制
下
に
あ
っ
て
も
、
諸
国
大

名
、
小
名
の
領
国
の
状
況
は
、
時
代
の
推
移
と
共
に
複
雑
で
あ
る
。
特
に

何
処
の
藩
に
て
も
経
済
上
の
問
題
は
重
大
事
と
な
っ
て
い
る
。
窮
乏
す
る

藩
財
政
打
開
の
為
、
種
々
の
方
策
が
採
ら
れ
た
。
日
く
検
地
の
再
改
、
新

田
開
発
、
日
く
産
業
の
奨
励
等
々
、
安
易
な
方
法
と
し
て
、
百
姓
の
生
産

意
欲
の
高
揚
を
計
り
耐
乏
生
活
を
促
す
手
段
と
し
て
「
慶
安
御
触
書
」
と

「
六
諭
街
義
大
意
」
を
各
郷
村
に
配
布
し
た
事
は
、
岩
村
藩
、
掛
川
藩
の

み
で
な
く
、
近
く
は
城
東
郡
本
所
村
(
現
菊
川
町
内
)
等
を
領
有
し
た
。

三
州
吉
田
藩
、
大
河
内
松
平
氏
七
万
石
、
に
で
も
嘉
永
元
年
複
刻
刊
行
さ

れ

て

い

る

。

注

嘉

永

元

年

(

一
八
四
八
)

恥

わ

り

に

元
禄
二
年
の
遊
家
村
の
借
用
証
文
に
始
ま
り
、
松
平
欣
一
氏
の
慶
安
御

触
書
に

つ
い
て
の
論
文
ま
で
考
証
し
、
太
田
氏
掛
川
藩
に
お
け
る
窮
迫
せ

る
藩
財
政
た
て
直
し
に
、
第
一
布
石
と
し
て
は
農
民
層
(
百
姓
)
に
対
す

る
生
活
費
の
切
詰
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
の
暮
し
方
が
、

こ
の

天
保
四
年
の
慶
安
御
触
書
の
刊
行
に
は
じ
ま
り
、
天
保
七
年
の
幕
府
代
官

山
本
大
膳
に
よ
る
五
人
組
帳
前
書
、
以
下
各
村
々
に
現
在
残
さ
れ
て
い
る

幾
種
類
か
の
倹
約
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
民
生
活
の
規
制
が
次
々
と

施
行
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
在
村
五
人
組
帳
前
書、

倹
約
定
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
記
す
こ
と

に
す
る
。

こ
こ
で
は
、
舌
足
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、

旧
藩
時
代
の
年
貢
完
済

の
為
と
す
る
借
用
米
の
高
利
と
、
そ
れ
を
裏
づ
け
た
。
天
保
四
年
掛
川
藩

刊
行
の
木
版
ず
り

「
慶
安
御
触
書
」
と
「
六
諭
街
義
大
意
」
が
現
存
し
た

と
の
報
告
に
止
め
る
。
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